
 

八代市議会政務活動費使途基準に係る申し合わせ 

（平成２８年１１月１４日  議会運営委員会決定） 

 

１ 規則第２条に規定する交付申請書は、４月５日まで提出されたものについて４月

２５日までに交付するものとする。なお、提出に当たっては、交付申請書及び交付

請求書を同時に提出するものとする。 

２ 改選時における交付申請は、八代市議会政務活動費の交付に関する条例（平成 

１７年条例第１１号）のとおりとする。 

３ 証ひょう書類の提出に当たっては、収支報告書提出時に領収書を添付して議長に

提出することとする。なお、この審査は毎年５月に実施するものとする。 

４ 政務活動費の使途は積極的に公開することとし、収支報告書等の関係書類は、情

報公開条例に基づく公開請求によらず、積極的な情報提供により公開することとす

る。 

５ 調査研究費、研修費、広報費、広聴費、要請・陳情活動費及び会議費における交

通費等の扱いは次のとおりとする。 

  (1) 海外行政調査は、現況の時代背景のもとで認めることは適当でなく、今期は認

めないこととする。 

  (2) 国内行政調査の扱いは次のとおりとする。 

① 相手先へ公文書で依頼した都市又は民間企業等を調査できることとし、会派

において調査内容及び調査都市を特定した上で調査の２週間前まで事務局へ

申し出るものとする。 

② 先進都市の調査に当たっては、市職員を含めて民間人は同行しないこととす 

る。 

③ 常任委員会もしくは会派による先進都市の調査は、１年以上経過しなければ

調査できないこととする。ただし、緊急かつ特定の案件について調査の必要が

生じた場合、議長が認めたものに限り行うことができるものとする。 

④ 日当の中に昼食代が含まれていることに鑑み、昼食を伴う調査日程は極力作

成しないものとし、調査市からの昼食は辞退するものとする。 

(3) 旅費等の算出に当たっては、八代市議会議員の報酬等に関する条例、及び八代 

市職員等の旅費に関する条例により算出するものとする。 

６ 資料作成費、資料購入費及び会派事務所費における事務機器購入、図書、資料の

購入及び備品の保管、整理に当たっては、それぞれ図書台帳、備品台帳を備え付け

るものとする。ただし、任期満了及び会派が解散した場合、その所有権は喪失する

ものとする。 

７ 会派事務所費は、別表で定めた支出項目のほかは、具体的事例が発生した時点で

協議するものとする。なお、 政党事務所は、会派事務所とは別物と考えるものと

する。 

８ 会派控室にインターネットの回線を引き込むことができることとし、その回線の

設備料及びプロバイダーの使用料、並びに通信料については広報費から支出するこ

とができる。なお、会派控室の使用に当たっては、庁舎管理規則に従って使用する

ものとする。 

９ 支出できないものは、次のとおりとする。なお、このほかについては具体的事例

が発生した時点で協議するものとする。 

    ① 交際費的な経費(慶弔､餞別､寸志､病気見舞､慶弔電報､新聞広告料､ﾊﾟｰﾃｨｰ券購入､年賀状､名刺印刷など) 



 

    ② 政党本来の活動に属する経費(党費､党大会賛助金､党大会参加費及び旅費、所属政党発行の機関紙購読料など)  

    ③ 会議等に伴う食事の経費(懇親会費､昼食費など) 

    ④ 選挙活動に要する経費 

10 通帳及び印鑑の保管については、各派の経理責任者において保管することとする。 

 

附則１ 熊本地震に伴い鏡支所内議会棟に会派控室を供与できないことから、熊本地

震発災以降に会派活動を目的に設置した事務所を会派控室とみなす扱いとする。

なお、このみなし規定は議会棟に議員控室を供与できるまでの期間とする。 

 

 

別表（７関係） 

項   目 内     容 支 出 項 目 

調査研究費 

会派が行う市の事務、地方行財政等

に関する調査研究及び調査委託に関

する経費 

資料印刷費、調査委託費、文書通信 

費、交通費、宿泊費等 

研 修 費 

会派が研修会を開催するために必要

な経費、団体等が開催する研修会の

参加に要する経費 

講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、

文書通信費、参加費等 

広 報 費 
会派が行う活動、市政について住民

に報告するために要する経費 

広報紙・報告書等印刷費、会場費、

茶菓子代、文書通信費、交通費等 

広 聴 費 

会派が行う住民からの市政及び会派

の活動に対する要望、意見の聴取、

住民相談等の活動に要する経費 

資料印刷費、会場費、茶菓子代、文

書通信費、交通費等 

要請・陳情活動費 
会派が要請、陳情活動を行うために

必要な経費 

資料印刷費、文書通信費、交通費、

宿泊費等 

会 議 費 

会派が行う各種会議、団体等が開催

する意見交換会等各種会議への会派

としての参加に要する経費 

会場費、資料印刷費、交通費、宿泊

費、文書通信費、参加費等 

資料作成費 
会派が行う活動に必要な資料の作成

に要する経費 

印刷製本代、翻訳料、事務機器購入

費、リース代等 

資料購入費 
会派が行う活動に必要な図書、資料

等の購入に要する経費 

書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料

データベース利用料等 

人 件 費 
会派が行う活動を補助する職員を雇

用する経費 
給料、手当、賃金等 

事 務 所 費 
会派が行う活動に必要な事務所の設

置、管理に要する経費 

事務所の賃借料、維持管理費、文書

通信費、備品・事務機器購入費、リ

ース代等 

 


